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�愛媛県告示第３２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の規約の変更

を許可した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が平

成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日

から施行されることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月２１日

�愛媛県告示第３２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合の規約の変更許可…………………………………………２０９

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………２０９

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………２１０

○ 指定介護老人福祉施設の指定……………………………………………２１０

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………２１０

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の所在地の変更…………………２１１

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更…………………２１１

○ 指定介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の変更……………２１２

○ 指定居宅介護支援事業の廃止……………………………………………２１２

○ 指定介護療養型医療施設の指定の辞退…………………………………２１２

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………２１２

○ 大規模小売店舗の廃止の届出……………………………………………２１３

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧…………………………２１３

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………２１３

○ 解除予定保安林にする旨の通知（２件）………………………………２１４

○ 保安林予定森林……………………………………………………………２１４

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧…２１４

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間（２件）………………………２１５

○ 土地収用法に基づく事業の認定…………………………………………２１５

○ 道路の供用開始（県道新居浜別子山線）………………………………２１６

○ 道路の区域変更（一般国道３１７号）……………………………………２１６

○ 道路の区域変更（県道湯山高縄北条線）………………………………２１６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２１７

○ 道路の供用開始（一般国道４４０号）……………………………………２１７

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）……………………………………２１７

○ 道路の区域変更（県道内子河辺野村線）………………………………２１７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２１８

○ 道路の区域変更（県道日向谷高野子線）………………………………２１８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２１８

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）……………………………………２１８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２１８

○ 道路の区域変更（県道宇和野村線）……………………………………２１９

○ 道路の区域変更（県道小田河辺大洲線）………………………………２１９

○ 道路の区域変更（県道宿毛津島線）……………………………………２１９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２１９

○ 道路の区域変更（県道節安下鍵山線）…………………………………２２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………２２０

○ 道路の供用開始（一般国道４４１号）……………………………………２２０

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………２２０

選挙管理委員会告示

○ 愛媛県知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報

告書の要旨…………………………………………………………………２２０

告 示

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６３１１ 社会福祉法人成寿会 広島県呉市広町字白石免
田１３０１０番地 訪問介護 ホームヘルプサービスマ

ドンナ
愛媛県松山市祝谷東町４４
１番１５ 平成１９年１月１日

３８７０１０６３２９ 社会福祉法人成寿会 広島県呉市広町字白石免
田１３０１０番地 通所介護 デイサービスセンター坊

っちゃん
愛媛県松山市祝谷東町４４
１番１５ 平成１９年１月１日

３８７０１０６２８７ 株式会社ファミリーケア 愛媛県松山市南江戸一丁
目１番２１号 訪問介護 ファミリーケアヘルパー

ステーション南江戸
愛媛県松山市南江戸一丁
目１番２１号 平成１９年１月５日

３８７０３０１０２９ 有限会社エンジェルハウ
ス

愛媛県宇和島市三間町成
家８４５番地 通所介護 デイサービス紙ふうせん 愛媛県宇和島市三間町成

家８４５番地 平成１９年１月１７日

３８７０５０１７６８ 株式会社モリス・コーポ
レーション

愛媛県新居浜市萩生６６７番
地１ 訪問介護 ヘルパーステーションあ

んずの里
愛媛県新居浜市萩生７２１
番地３ 平成１９年１月２５日

毎週（火・金）曜日発行 第１８４０号 平成１９年３月２日

平成１９年３月２日金曜日 第１８４０号

愛 媛 県 報

２０９
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�愛媛県告示第３２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６２６１ 株式会社メディックス 愛媛県伊予郡砥部町重光
１５０番地１ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所なで

しこ
愛媛県松山市高井町６４０
番１ 平成１９年１月１日

３８７０１０６３０３ 社会福祉法人成寿会 広島県呉市広町字白石免
田１３０１０番地 居宅介護支援 居宅介護支援事業所祝谷 愛媛県松山市祝谷東町４４

１番１５ 平成１９年１月１日

３８７０５０１７５０ 社会福祉法人宝集会 愛媛県新居浜市荷内町６
番２１号 居宅介護支援 宝寿園 愛媛県新居浜市荷内町６

番２１号 平成１９年１月２３日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人 福 祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０３０１０１１ 社会福祉法人愛心会 愛媛県宇和島市三浦西４９
７９番地 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあさ

ひ苑
愛媛県宇和島市三浦西４９
７９番地 平成１９年１月１２日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０６３１１ 社会福祉法人成寿会 広島県呉市広町字白石免
田１３０１０番地 介護予防訪問介護 ホームヘルプサービスマ

ドンナ
愛媛県松山市祝谷東町４４
１番１５ 平成１９年１月１日

３８７０１０６３２９ 社会福祉法人成寿会 広島県呉市広町字白石免
田１３０１０番地 介護予防通所介護 デイサービスセンター坊

っちゃん
愛媛県松山市祝谷東町４４
１番１５ 平成１９年１月１日

３８７０２００２２１ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河
台２－９ 介護予防訪問介護 アイリスケアセンター今

治
愛媛県今治市黄金町４－
１－１８塩見ビル１階 平成１９年１月４日

３８７０２００２７０ 社会福祉法人今治福祉施
設協会

愛媛県今治市南宝来町１
－９－８

介護予防短期入所
生活介護

短期入所生活介護事業所
唐子荘

愛媛県今治市旦甲４７２－
１ 平成１９年１月４日

３８７０２００２８８ 社会福祉法人今治福祉施
設協会

愛媛県今治市南宝来町１
－９－８ 介護予防通所介護 デイサービスセンター泉

荘
愛媛県今治市新谷甲１８８４
－１ 平成１９年１月４日

３８７０２００３０４ 社会福祉法人今治福祉施
設協会

愛媛県今治市南宝来町１
－９－８ 介護予防通所介護 デイサービスセンター唐

子荘
愛媛県今治市旦甲４７９－
１ 平成１９年１月４日

３８７０２００７３４ 有限会社ワードアイ 愛媛県今治市東村五丁目
８番３５号 介護予防訪問介護 おかげさん 愛媛県今治市東村五丁目

８番３５号 平成１９年１月４日

３８７０２０１２１１ 有限会社樹設計事務所 愛媛県今治市延喜甲２８５
番地１

介護予防福祉用具
貸与 ケアサービス樹 愛媛県今治市延喜甲２８５

番地１ 平成１９年１月４日

３８７０２０１２４５ 有限会社アクティブライ
フ

愛媛県今治市阿方甲１３１７
－１ 介護予防通所介護 アクティブライフデイサ

ービスハウス夢
愛媛県今治市阿方甲１８３
－１ 平成１９年１月４日

３８７０２０１２５２ ＮＰＯ法人ケア・サポー
ト

愛媛県今治市吉海町臥間
４６番地２ 介護予防通所介護 シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間

４６番地２ 平成１９年１月４日

３８７０２０１３１０ ＮＰＯ法人ケア・サポー
ト

愛媛県今治市吉海町臥間
４６番地２

介護予防特定施設
入居者生活介護 大島シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間

４６番地２ 平成１９年１月４日

３８７０２０１３４４ 有限会社ウェルケアサー
ビス

愛媛県今治市恵美須町二
丁目２番地１ 介護予防通所介護 ウェルすまいる 愛媛県今治市恵美須町二

丁目２番地１ 平成１９年１月４日

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１０
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�愛媛県告示第３２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７３２００３８４ 社会福祉法人風早偕楽園 愛媛県松山市下難波１４５
－３４ 介護予防通所介護 指定通所介護事業所デイ

サービスセンター菊仙荘
愛媛県今治市菊間町種３５
６０－５ 平成１９年１月４日

３８７３２００５４１ 社会福祉法人風早偕楽園 愛媛県松山市下難波１４５
－３４

介護予防短期入所
生活介護

指定短期入所生活介護事
業所菊仙荘

愛媛県今治市菊間町種３５
６０－５ 平成１９年１月４日

３８７３２００６０８ 社会福祉法人伯方福祉会 愛媛県今治市伯方町木浦
甲３９３０－３

介護予防短期入所
生活介護

短期入所生活介護事業所
はかた寿園

愛媛県今治市伯方町木浦
甲３９３０－３ 平成１９年１月４日

３８７０６００６１０ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防訪問介護 西条市社会福祉協議会ヘ
ルパーセンター

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

平成１９年１月４日

３８７０６００６２８ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防訪問介護 西条市社会福祉協議会ヘ
ルパーセンター西条

愛媛県西条市神拝甲３２４
番地２西条市総合福祉セ
ンター

平成１９年１月４日

３８７０６００６３６ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防訪問介護 西条市社会福祉協議会ヘ
ルパーセンター小松

愛媛県西条市小松町新屋
敷乙４８番地１西条市小松
地域福祉センター

平成１９年１月４日

３８７０６００６４４ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防訪問入浴
介護

西条市社会福祉協議会訪
問入浴センター

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

平成１９年１月４日

３８７０６００６５１ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防訪問入浴
介護

西条市社会福祉協議会訪
問入浴センター西条

愛媛県西条市神拝甲３２４
番地２西条市総合福祉セ
ンター

平成１９年１月４日

３８７０６００６６９ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防通所介護 西条市社協デイサービス
センターひまわり

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

平成１９年１月４日

３８７０６００６７７ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防通所介護 西条市社協デイサービス
センターさくら

愛媛県西条市丹原町来見
乙２６番地２ 平成１９年１月４日

３８７０６００６８５ 社会福祉法人西条市社会
福祉協議会

愛媛県西条市周布６０６番
地１西条市東予総合福祉
センター

介護予防通所介護 西条市社協デイサービス
センターつばき

愛媛県西条市小松町新屋
敷乙４８番地１西条市小松
地域福祉センター

平成１９年１月４日

３８７０９００２３４ 有限会社ケアサービス菜
の花

愛媛県四国中央市三島金
子１丁目９番１６号 介護予防訪問介護 ケアサービス菜の花 愛媛県四国中央市三島金

子１丁目９番１６号 平成１９年１月４日

３８７１３００１６０ 社会福祉法人心生会
愛媛県四国中央市三島金
子二丁目５番２３号ケアハ
ウスオリーブ内

介護予防訪問介護 ヘルパーステーションオ
リーブ

愛媛県四国中央市三島金
子二丁目５番２３号ケアハ
ウスオリーブ内

平成１９年１月４日

３８７１３００２７７ 有限会社ケアサービス菜
の花

愛媛県四国中央市三島金
子一丁目９番１６号 介護予防通所介護 デイサービス菜の花 愛媛県四国中央市中之庄

町５９番１ 平成１９年１月４日

３８７１３００３３５ 株式会社スマイルライフ
愛媛県四国中央市下柏町
６６１番地１ウェルライフ
ガーデン四国中央１Ｆ

介護予防訪問介護 スマイルライフ
愛媛県四国中央市下柏町
６６１番地１ウェルライフ
ガーデン四国中央１Ｆ

平成１９年１月４日

３８７０１０６２８７ 株式会社ファミリーケア 愛媛県松山市南江戸一丁
目１番２１号 介護予防訪問介護 ファミリーケアヘルパー

ステーション南江戸
愛媛県松山市南江戸一丁
目１番２１号 平成１９年１月５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７３９００６０３ 有限会社ケアステーショ
ンますほ

愛媛県宇和島市津島町高
田甲２９２０－１ 訪問介護 ケアステーションます

ほ指定訪問介護事業所
愛媛県宇和島市津島
町高田丁９７６番地１

愛媛県宇和島市津島
町高田甲２９２０－１

平成１８年
１２月１日

３８７０１０４９２８ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号 通所介護 デイサービスセンター

星岡
愛媛県松山市星岡町
４７７番地

愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

３８７０１０４９３６ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号 訪問介護 ヘルパーステーション

星岡
愛媛県松山市星岡町
４７７番地

愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

３８７０１０４９４４ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号

短期入所
生活介護 ショートステイ星岡 愛媛県松山市星岡町

４７７番地
愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１１



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第３３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所を廃止し

た旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに東温市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７３９００５９５ 有限会社ケアステーショ
ンますほ

愛媛県宇和島市津島町高
田甲２９２０－１

居宅介護
支援

ケアステーションます
ほ指定居宅介護支援事
業所

愛媛県宇和島市津島
町高田丁９７６番地１

愛媛県宇和島市津島
町高田甲２９２０－１

平成１８年
１２月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１０４９２８ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号

介護予防
通所介護

デイサービスセンター
星岡

愛媛県松山市星岡町
４７７番地

愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

３８７０１０４９３６ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号

介護予防
訪問介護

ヘルパーステーション
星岡

愛媛県松山市星岡町
４７７番地

愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

３８７０１０４９４４ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁目
３番３０号

介護予防
短期入所
生活介護

ショートステイ星岡 愛媛県松山市星岡町
４７７番地

愛媛県松山市星岡町
二丁目８番２４号

平成１９年
１月２９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２８３８３ 医療法人同仁会 愛媛県松山市三番町４－
１１－７ 居宅介護支援 吉田病院 愛媛県松山市三番町４－

１１－７ 平成１８年１２月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護療養型医療
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２８５２４ 医療法人光生会 愛媛県松山市生石町４７２ 介護療養型医療施
設

医療法人光生会光宗内科
胃腸科医院 愛媛県松山市生石町４７２ 平成１８年１２月３１日

３８１０７２８１２５ 医療法人弘友会 愛媛県大洲市若宮５４８ 介護療養型医療施
設 医療法人弘友会加戸病院 愛媛県大洲市若宮５４８番

地 平成１８年１２月３１日

３８１１０２８０９５ 医療法人社団いよ整形外
科

愛媛県伊予市米湊８７０－
１

介護療養型医療施
設 いよ整形外科 愛媛県伊予市米湊８７０－

１ 平成１８年１２月３１日

３８１３５２８１５９ 医療法人河辺整形外科 愛媛県伊予郡松前町浜８５
８

介護療養型医療施
設 河辺整形外科 愛媛県伊予郡松前町浜８５

８ 平成１８年１２月３１日

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１２
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�愛媛県告示第３３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３６号
西条市吉岡土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（暗渠排水事業・吉岡西部地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（暗渠排水事業・吉岡西部地区）計画書の

写し

� 西条市吉岡土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月５日から４月２日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第３３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市楠河土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディッ
クＥＸ重信

東温市野田三丁目１
－１３外

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
１月２３日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

ダイキ株式会社
代表取締役
大亀文夫

ダイキ株式会社
代表取締役
山下雄輔

平成１５年
４月１日

ダイキ株式会社
代表取締役
山下雄輔

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤一郎

平成１８年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか３７
者

株式会社フジほか３８
者

平成１５年
５月１５日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

パルティ・フジ三
津

松山市祓川二丁目
１３番１７号 平成１８年１２月２７日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 槇 保 西条市河原津甲３６０番地１

〃 越 智 晴 也 西条市楠乙４５４番地２５７

〃 日 浅 清 西条市楠甲８７７番地１

〃 藤 本 薫 西条市河原津甲１１２６番地２

〃 伊 東 輝 明 西条市河原津甲６１６番地１

〃 渡 辺 元 西条市河原津甲２２０番地

〃 村 上 弘 西条市楠甲４５３番地２

〃 青 野 伊佐美 西条市楠甲４５３番地８

〃 渡 辺 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 武 田 公 道 西条市河原津甲５０５番地３

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 青 野 秀太郎 西条市楠甲９３４番

〃 武 田 石太郎 西条市楠甲１１９番地１

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１３
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退 任
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�愛媛県告示第３３８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字本谷１１９３５の３、１１９７３の２、１２３

１４の４

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

水道事業用地とするため

�������
�愛媛県告示第３３９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

林道用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び久万高原町役

場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３４０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字榊谷口甲２５８、甲２５９の１から甲２５９の

３まで、甲７８３、字左ノ谷甲２６３、甲２６４、字松場甲５８７の４、

字四天神道上甲８００、字大田丁３８、字石ヶ内丁１２３の１、丁１２３

の４、字石ヶ内奥丁１８９の１、字藤ヶ峰丁１９９の１、字松原谷丁

２１３の５、丁２１３の３４、字力石丁２２６の６１、字中通り丁３５１の２、

丁３５２の２、丁３８２の１、玉川町木地字渡り上り己６７、字二ノ郷

掛下己６９の２、己７４６、字二ノ郷己８７、字坊城向己１１６、字坊城

下己１１７、字ユノ谷己７４４、玉川町鈍川字シシヲチ庚７４３の２、

庚７４３の１４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３４１号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

〃 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

監 事 松 木 明 吉 西条市河原津乙３番地３１

〃 日 浅 隆 西条市楠甲７４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 浅 清 西条市楠甲８７７番地１

〃 越 智 晴 也 西条市楠乙４５４番地２５７

〃 藤 本 薫 西条市河原津甲１１２６番地２

〃 伊 東 輝 明 西条市河原津甲６１６番地１

〃 渡 辺 元 西条市河原津甲２２０番地

〃 村 上 弘 西条市楠甲４５３番地２

〃 青 野 伊佐美 西条市楠甲４５３番地８

〃 渡 辺 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 武 田 公 道 西条市河原津甲５０５番地３

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 青 野 秀太郎 西条市楠甲９３４番

〃 村 上 實太郎 西条市楠甲７３２番地

〃 松 木 明 吉 西条市河原津乙３番地３１

監 事 武 田 石太郎 西条市楠甲１１９番地１

〃 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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�愛媛県告示第３４２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年３月２日から３月１６日まで

�������
�愛媛県告示第３４３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年３月２日から３月１６日まで

�������
�愛媛県告示第３４４号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

西条市

２ 事業の種類

西条市青少年育成センター及び西条市消防団橘分団消防施設保

全事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県西条市楢木字本郷東組地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県西条市楢木字本郷東組地内を起業

地とする「西条市青少年育成センター及び西条市消防団橘分団

消防施設保全事業」（以下「本件事業」という。）である。

本件事業は、西条市が設置する青少年育成センター及び消防

団分団の消防施設を保全する事業であることから、土地収用法

第３条第１９号及び第３１号に掲げる「市町村が消防法（昭和２３年

法律第１８６号）によって設置する消防の用に供する施設」及び

「国又は地方公共団体が設置する直接その事務又は事業の用に

供する施設」に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

本件事業は、西条市議会において西条市一般会計補正予算の

議決を受け施行するものであることから、西条市は本件事業を

施行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

西条市青少年育成センターは、同市の青少年の健全育成活

動、教育相談活動等の拠点として中心的な役割を担っている

施設であり、また、西条市消防団橘分団消防施設は、同市橘

地区における消防防災活動の拠点として利用されている施設

である。

当該施設用地は民有地であることから、西条市は土地所有

者と賃貸借契約を締結し使用してきたが、近年土地所有者か

ら強い買取要求があり、借地の継続が困難な状況となってい

る。

本件事業の施行によって、当該施設の機能は継続され、西

条市の青少年育成行政及び消防防災行政の合理的かつ効率的

な運営に寄与するものと見込まれる。

（八幡浜地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町三机乙１０８１

稲 井 富士雄

西宇和郡伊方町三机乙２６５７

高 藤 豊 治

西宇和郡伊方町三机乙８８４－３

河 野 文之進
三 机 八幡浜漁業協同組合

西宇和郡伊方町大江３６０

木 村 庄太郎

西宇和郡伊方町大江２４６

富 永 亀 晴

西宇和郡伊方町小島甲１２４１

石 井 久 清

大 江
志 津
小 島

八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成１９年３月２日から同年３月１６日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

八幡浜地方局管内の加入区 八幡浜地方局産業経済部水産課

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業地内には、起業者が保護のため特別の措置を講ず

べき動植物、文化財等は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 起業地の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的条件、

社会的条件及び経済的条件等を勘案して選定しており、土地

の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は合理的であると認めら

れる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条第３号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

当該施設用地は、近年土地所有者から強い買取要求があり、

借地の継続が困難な状況となっているため、本件事業を早期

に施行する必要性は高いものと認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめら

れていることから、合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

西条市役所

�愛媛県告示第３４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字別子山乙５５５番２００から

同字乙５５５番２０２まで
平成１９年３月２日

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２０５ 〃

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２０６ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町長谷字竹谷甲１９番１地先から

同市玉川町長谷字本谷甲２４４番１地先まで

旧 ８．２～２９．０
１８．４～１０５．８

０．２５６
０．２２４

新 １８．４～１０５．８ ０．２２４

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線 松山市横谷字屋敷谷甲４３９番２

旧 ６．０～８．５ ０．０１１

新 ６．８～９．５ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線 松山市横谷字屋敷谷甲４３９番２ 平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字古味２８９９番４から

同字３２２６番まで
平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市森山字榎峠乙６４８番３から

同市森山字角ヶ岩乙６６６番４まで

旧 ４．０～２２．０ ０．２５５

新 １７．５～４５．２ ０．２５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線 大洲市河辺町横山２２２番３

旧 ７．１～１０．５ ０．０４５

新 １１．２～２５．３ ０．０４５

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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�愛媛県告示第３５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線 大洲市河辺町横山２２２番３ 平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線
西予市城川町川津南３８１４番３から

同町川津南３８１１番２まで

旧 １９．２～２７．４ ０．０２２

新 ２１．８～２７．４ ０．０２２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線
西予市城川町川津南３８１４番３から

同町川津南３８１１番２まで
平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町宮野浦甲１５９３番３から

同町宮野浦甲１９５６番３まで

旧 ６．４～１０．２ ０．１３６

新 １０．０～１２．８ ０．１３６

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１８
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�愛媛県告示第３５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町宮野浦甲１５９３番３から

同町宮野浦甲１９５６番３まで
平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
西予市野村町鎌田２番１から

同町鎌田４８５番４まで

旧 １０．８～４３．８ ０．３９０

新 １６．８～５７．８ ０．３９０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線 喜多郡内子町南山４２９番

旧 ５．１～５．８ ０．００９

新 ６．８～７．５ ０．００９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２６４８番から

同町御内２５４１番２まで

旧 ５．２～１４．０ ０．１３０

新 ９．２～３６．６ ０．１１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２６４８番から

同町御内２５４１番２まで
平成１９年３月２日

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号

２１９
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選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年３月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第２７号
平成１９年１月２１日執行の愛媛県知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成１９年３月２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１４０４番２から

同大字２７３番３まで

旧 ３．７～１０．１ ０．１９７

新 ７．６～３４．０ ０．１９７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１０４０５番２から

同大字２７３番３まで
平成１９年３月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡鬼北町清延９３５番地先から

同町近永３２６番地先まで
平成１９年３月２日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８四土（開）第１５号

平成１９年２月１５日
四国中央市土居町蕪崎２１９０番及び２１９５番

四国中央市土居町小林１０４４番地の１

高橋重車輌株式会社

代表取締役 高 橋 功

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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１ 選挙の種類 平成１９年１月２１日執行

愛媛県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３２，６９２，８００円

３ 報告書の要旨

候 補 者 氏 名 加 戸 守 行 所 属 党 派 無 所 属 平成１８年１１月５日から
期 間 第１回分

平成１９年１月３１日まで出納責任者氏名 柳 澤 正 三

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，２９９，３００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，２１９，１４０

自由民主党 ── ２，０００，０００円 選挙事務所費 １，１６５，５００

加戸守行後援会 ── ２，０００，０００ 集合会場費 ５３，６４０

自由民主党愛媛県支部連合会 ── ３，０００，０００ 通信費 ３３１，９５３

交通費 ６８７，２９６

印刷費 １，７８０，７００

広告費 １，５１８，２５０

文具費 ８７，６５０

食糧費 ２２０，５４５

休泊費 ５０６，００４

雑 費 ２４５，３３４

その他の収入 ３，０００，０００

今 回 計 １０，０００，０００ 今 回 計 ８，８９６，１７２

総 計 １０，０００，０００ 総 計 ８，８９６，１７２

報告書受理年 月 日 平成１９年 ２ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 楠 橋 康 弘 所 属 党 派 無 所 属 平成１８年１２月１５日から
期 間 第１回分

平成１９年２月２日まで出納責任者氏名 楠 橋 浄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９３５，０００円

家屋費 ６７５，８８８

選挙事務所費 ６７５，８８８

通信費 ３３，１６２

交通費 ６８，２１０

印刷費 ２，１４１，１５５

広告費 ９７３，３５０

文具費 ５５，６８２

食糧費 １９６，６０５

雑 費 １２３，９１５

その他の寄附 １３件 １３０，０００円

その他の収入 ５，５００，０００

今 回 計 ５，６３０，０００ 今 回 計 ５，２０２，９６７

総 計 ５，６３０，０００ 総 計 ５，２０２，９６７

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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報告書受理年 月 日 平成１９年 ２ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 和 田 宰 所 属 党 派 無 所 属 平成１８年１０月１日から
期 間 第１回分

平成１９年１月２６日まで出納責任者氏名 中 尾 寛

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 ６０２，８３５円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 ６０２，８３５

明るい愛媛をつくるみんなの会 ── １，７００，０００円 通信費 １１２，４４０

交通費 ２１，１８０

印刷費 ９５９，６００

広告費 ３０６，７７９

文具費 ６５，３８８

食糧費 １０３，９１３

休泊費 １２３，７４５

雑 費 ６５，３１９

今 回 計 １，７００，０００ 今 回 計 ２，３６１，１９９

総 計 １，７００，０００ 総 計 ２，３６１，１９９

報告書受理年 月 日 平成１９年 ２ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分

平成１９年３月２日 発行

愛 媛 県 報平成１９年３月２日 第１８４０号
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